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 ○廣瀬参事官 本日は、御多用中のところ「令和２年度消費者庁行政事業レビュー公開プ

ロセス」に御出席いただきまして、どうもありがとうございます。 

 消費者庁行政事業レビュー推進チーム副統括責任者の廣瀬でございます。 

 本日は進行役を務めさせていただきます。よろしくお願いいたします。 

 初めに、消費者庁行政事業レビュー推進チーム統括責任者であります、橋本政策立案総

括審議官より御挨拶を申し上げます。よろしくお願いいたします。 

○橋本審議官 消費者庁政策立案総括審議官の橋本でございます。 

 本日は、先生方におかれましては、御多忙のところ「令和２年度消費者庁行政事業レビ

ュー公開プロセス」に御出席いただきまして、誠にありがとうございます。 

 消費者庁は、昨年秋で設置から10年を経過しまして、創設期に作った制度や施策を根づ

かせて着実に実施するという段階から、社会やビジネスの変化に応じて、新しい施策・事

業を機動的に企画立案・対処する段階へ移行する時期に来ておりまして、令和３年度予算

要求に向けて、社会のニーズにしっかり対応した新事業を数多く検討しているところでご

ざいます。 

 そのため、行政事業レビューにつきましても、単にシートを作成するということではな

く、既存の各事業がしっかりと機能しているかを見直すPDCAの場として有効に活用するべ

く、庁内のチーム・各課とも検討を進めているところでございます。 

 中でも、本日御議論いただきます若年者向け消費者教育は、令和４年度の成年年齢引下

げに向けまして、国民の皆様の関心も高い重要な事業でございまして、外部有識者の皆様

の客観的な視点から忌憚のない御意見をいただいて、見直すべき点があれば、令和３年度

予算要求や執行に反映させてまいりたいと考えているところでございます。 

 本日は、御指導のほど、何とぞよろしくお願い申し上げます。 

○廣瀬参事官 本日、御出席をいただいております、外部有識者の先生方におかれまして

は、お配りさせていただいております資料の６名の先生方となってございます。資料の２

でございます。 

 なお、石堂先生には、本日の評価結果等の取りまとめをお願いしております。よろしく

お願いいたします。 

 本日は、対象事業について、私から事業選定の視点及び論点を提示した後、所管部局か

ら５分以内で説明を行います。 

 その後、論点ごとに質疑・議論を合わせて45分程度行うことを予定しております。 

 質疑・議論の終了予定時刻の10分ほど前を目安に外部有識者の皆様には、評価結果及び

コメントを記載していただくよう御案内させていただきます。 

 また、その際にも御説明させていただきますが、コメントには重要な部分に下線を引い

ていただくようにということをお願いいたします。 

 質疑・議論が終了した後、取りまとめ役の石堂先生が中心となって、評価結果及び取り
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まとめコメントについて議論をしていただいて、その後、石堂先生から評価結果及び取り

まとめコメントを発表していただくということになります。 

 この時間が、その後10分ということになっております。 

 それでは、議題の「若年者の消費者教育教材の普及促進事業」に入らせていただきます。 

 まず、本事業を取り上げた視点と、議論すべき論点について説明させていただきます。 

 本事業は、本年５月12日に開催された外部有識者会合における御議論を踏まえ、成年年

齢引下げを２年後に控えた重要な事業であるとして、公開プロセス対象事業に選定されま

した。 

 本事業にかかる論点は、配付資料の３番のとおりでございます。 

 若年者の消費者教育教材の効果的な提供の在り方、成果指標の設定、ターゲット層の妥

当性ということになってございます。 

 本日は、まず、事業の内容・手法にかかることとして、１番の論点、その次に、ターゲ

ット層の論点である３番の論点を御議論いただいた後、最後に２番目の成果指標の設定に

ついて御議論をいただきたいと、このように考えております。 

 それでは、最初に事業所管部局から５分以内で事業の説明をお願いいたします。 

 宮原課長、お願いいたします。 

○宮原課長 消費者教育推進課長でございます。よろしくお願い申し上げます。 

 それでは、お手元のレビューシートの１ページ目に基づきまして、簡単に御説明をさせ

ていただきたいと思います。 

 この事業につきましては、事業の目的のところにもございますが、令和４年度から成年

年齢引下げと、そういった喫緊の課題に向けて、特に高校生などを対象とする若年者への

消費者教育教材の普及による消費者教育を行うものでございます。 

 具体的には、その下の事業概要というところがございますけれども「社会への扉」とい

う教材を新たに作成いたしまして、必要部数を高校等に配付するということで、実践的な

消費者教育を進めていただこうというものでございます。 

 論点１に関わりますけれども、この事業概要の○の１つ目の括弧のところにございます

けれども、この教材を提供するのと併せまして、教師用の解説書ですとか、あるいは徳島

で実施いたしました活用事例集ですとか、あるいは確認シート、パワーポイント版、それ

から、４つ目の○になりますけれども、これも括弧の中で、音声読み上げ版ということで、

視覚障害者向けのものでございますけれども、そういったものも併せて提供をいたしまし

て、現場の先生方に使ってもらいやすいツールの提供というものにも努めてきているとこ

ろでございます。 

 その他、この事業といたしましては、事業概要の２つ目の○、３つ目の○にございます

けれども、消費者教育ポータルサイトの活用といったようなことですとか、あるいは消費

者教育推進会議における検討、そういったことをやっておるというものでございます。 
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 論点の２つ目の成果指標に関連してでございますけれども、こちらにつきましては、こ

れまでなかなか指標の設定が難しいということで「社会の扉」の発送部数などを代替指標

として来たところでございます。これまでの御指摘等も踏まえまして、このページで行き

ますと、下半分ぐらいになりますけれども「成果目標及び成果実績」という欄に２つほど

書かせていただいておりますが、１つは「社会の扉」で取り扱っている知識につきまして、

若年者の理解度を把握して、理解度の向上を目指すというもの。 

 もう一つが、これも前回御指摘をいただいたところでございますが、学校向けの出前講

座の実施状況を把握し、その実施回数の増加を目指すということで、その２つを、いわば

目標として設定を新たにしたいと思っております。 

 これらに関係する数値を把握できるようにしまして、数字が改善していくように取り組

んでいくこととしたいと考えてございます。 

 最後に、論点３に関わってでございますが、冒頭申しましたように、やはり、成年年齢

の引下げというものもございますので、成年年齢の引下げが施行されますと、高校３年生

からの誕生日になりますと、順次成人になっていくということでございまして、かつ、成

人後間もない若者が悪質商法のターゲットになるといったようなことも指摘されてござい

ますので、やはり高校生が非常に重要なポイントといいますか、教育というものを考える

上で大事なポイントだと考えてございますけれども、様々な機会で知識を得たり、確認を

したりということは必要かと考えてございますので、例えば、中学生ですとか、例えば、

大学生ですとか、そういった形で裾野を広げていくという取組も、今後進めてまいりたい

と考えております。 

 御説明は、以上でございます。 

○廣瀬参事官 ありがとうございました。 

 それでは、質疑に入らせていただきます。 

 質疑・議論は、勉強会などと違いまして、一問一答形式で行います。時間は14時25分ま

でとなります。 

 御発言される場合は、挙手をいただきまして、私が指名してから御発言をお願いします。 

 論点については、１、３、２の順番でやらせていただきたいと思いますが、御意見がま

たがるものがあると思いますので、それは、遠慮せず御発言をいただいてよろしいと思い

ます。 

 それでは、まず、主に論点１に関わるところからということで、若年者向け消費者教育

の手法について、若年者の消費者教育教材の効果的な提供の在り方について、御意見はご

ざいますでしょうか。挙手をいただければと思います。 

 それでは、田口先生、お願いします。 

○田口委員 ありがとうございます。 

 この事業は、ただいま課長から御説明のありましたとおり「社会への扉」という実践的
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な教材を使って、若い人たちに向けて消費者教育を全国で広く行っていくということで、

この事業目的や事業内容は大変重要であり、また、いい取組だと思います。 

 問題は、そうした教材を活用した消費者教育の授業が、全国的に見ると、まださほど広

く行われている状況ではないということではないのかなと思います。 

 このため、この事業の効果を高めるために、例えば、こんなことは考えられないかとい

うことなのですが、１つは、高校の先生方だけではなくて、消費生活相談員など外部講師

もどんどん活用して、若い方々に実践的な授業が幅広く行われるようにしていく、そのた

めに、例えば、都道府県等に対して、消費者庁のほうから強力に働きかけをしていくとい

うようなことも必要ではないかということ。これが第１点です。 

 もう一点は、「社会への扉」あるいはその他の教材も含めて、うまい使い方なり活用事

例などについて、消費者教育ポータルサイトなどを使って、消費者庁から積極的に発信し

ていくということが必要ではないのかなと、この消費者教育ポータルサイトの活用などと

いうのも、事業内容に入っているわけでございますので、こういったことを考えていく必

要があるのではないか。 

こういった点について、現在の取組なり、今後、何か具体的に考えていることなどがあ

りましたら、御説明いただければと思います。 

○廣瀬参事官 それでは、宮原課長、お願いします。 

○宮原課長 進めていくという上で、当然、学校の先生方に知識を高めて、効果的な授業

をやっていっていただくということも、もちろん必要なのでございますけれども、今、先

生から御指摘がございましたように、外部講師の方に、例えば、消費生活センターの相談

員の方とか、そういった方に、外部講師に入っていただきまして、授業で語ってもらうと、

あるいは生徒とやりとりをしてもらうということは、極めて有効なことでありまして、そ

ういったことも広げていかなければならないと考えているところでございます。 

 ２つ目の御質問ともかぶるところでございますが、そういった外部講師の方々の活用も

含めたような形で、実践的な事例というものを、できるだけ現場に知らしめて、参考にし

ていただくというのは、極めて重要だと思ってございまして、今、やってございますこと

で申し上げますと、まず、この教材につきましては、全国展開をする前に、徳島県におい

て、いわば試行的に授業を実施していただいたところでございまして、その試行時の経験

等の中から、いわば他の地域でも参考になるような事例につきましては、まとめさせてい

ただいて、ホームページ上でも載せておりますし、いろんな機会で周知をさせていただい

ているところでございます。 

 それから、徳島に限らず、例えば「社会への扉」などを活用して、実践的な取組をされ

ておられる自治体というものもございますので、そういったところにつきましては、そう

いった県が作られている資料を私どものホームページで紹介するとか、あるいは、私ども

昨年度から消費者教育の自治体の窓口に対して、メールマガジンみたいなものを始めてご
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ざいまして、そういったメールマガジンの中で、例えば、○○県でこういう取組があると

いったことも知らせる、一定のことをやっているところでございます。 

 そうした意味で、今回、これまでの御指導もございまして、外部講師につきましても、

出前講座の実施回数ということで指標を取って広げていきたいと思ってございますので、

それに合わせるような形で、実践的な事例についても、できるだけ分かりやすく提供する

ことで、地域の取組を促していければと考えているところでございます。 

○廣瀬参事官 それでは、川澤先生、お願いします。 

○川澤委員 ありがとうございました。 

 １つ目の効果的な提供ということで、今、田口先生からも都道府県への働きかけといっ

たような御意見もあったかと思うのですが、１つ、関係省庁との連携が、どのように行わ

れているのかということを伺いたいと思います。 

 例えば、法務省では、法律に関わる教育教材を、同じように全国の高等学校ですとか、

中学校などに配付をして、かつ出前授業もやっていると資料等で拝見しました。 

 そういった関連するような教材の配付や活用方法など、相互に効率的に実施されること

が有効であると思うのです。 

 その辺りの関係省庁との連携というのは、具体的にどのように行われているのでしょう

か。 

○廣瀬参事官 宮原課長、お願いします。 

○宮原課長 では、お答えをいたします。ありがとうございます。 

 実は、この成年年齢の引下げに関しましては、関係省庁で、事業の目的のところにもご

ざいますけれども、アクションプログラムというものに基づいて取組をさせていただいて

ございますけれども、これは、４省庁の申し合わせということになっておりまして、私ど

もと文科省と法務省と金融庁の４省庁で申し合わせて取り組んでいるところでございます。 

 そうした意味で、アクションプログラムについて、進捗を確認したり、そういう機会に

おいて、私どもの取組も当然、各省庁でシェアをしてございますし、また、法務省の取組

についても、私どものほうでも様々教えていただいているところでございます。 

 その上で、もう一つ申し上げると、現場において、例えば、法教育の教材だとか、ある

いは私どもから提供している「社会への扉」だとか、そういったものをうまく組み合わせ

て使っていただくということが、本来は非常に重要かと思いますけれども、その辺りのい

い例というのは、なかなかまだ我々も見出せていないというところだと、正直思っており

ますので、そういった現場において、様々な関連する教育が有機的に連携して行われてい

る事例というものも、我々もぜひ発掘するなり、作り出すなりして、それを広めていくと

いうことも、今後考えていければと考えているところでございます。 

○川澤委員 追加でよろしいでしょうか。 

○廣瀬参事官 どうぞ、川澤先生、お願いします。 
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○川澤委員 今の御意見の中でも、やはり、各省で同じような教材、例えば、もう少し法

務省のは法律に関わることが幅広いのだと思うのですけれども、恐らく対象は重複してい

ると思いますので、ある意味、同じような方法、同じようなタイミングで配付をして、も

う少し具体的に両者をどう活用するのかというのは、現場でどのように活用しているかの

事例を収集するだけではなくて、既に法務省で、例えば、消費者庁なりで、事前に聞き取

りをして、もう少し効率的な方法、効果的な方法を考える、提案することが必要なのだと

思いますので、そこは、ぜひ積極的に取り組んでいただきたいと思いました。 

 とりあえず、以上です。 

○廣瀬参事官 宮原課長、何かございますでしょうか。 

○宮原課長 おっしゃるとおりかと思いますので、よく関係省庁とも連携しまして、私ど

ものほうで、もう少し条件を整えないと、なかなか現場が動きづらいというところも当然

あろうかと思いますので、そういったところも、よく考えてまいりたいと思います。あり

がとうございます。 

○廣瀬参事官 石堂先生、お願いします。 

○石堂委員 代替指標のところに「社会への扉」の発送部数というのがありまして、これ

は、確かに、これらがどんどん伸びていくと、みんな見てくれているのだなということだ

と思うのですが、そのときに、都道府県からの要望に基づいて配っているというのがある

のですけれども、当然、その背後には、学校からの希望があってというのがあると思うの

です。 

 そのときに、学校が、それをどんなふうに、どんな時間を使って、活用しようとしてい

るのかということを、やはり聞くべきではないかと。また、配った後に、どのように使っ

たかということのフォローアップも、やはり必要なのではないかと、そういうことについ

て、どうお考えになっているかというのが１点です。 

 これは、非常に失礼な言い方かもしれませんけれども、本当に使うのかという感じで、

使用目的を確認し出すと、意外と送ってくれという数が減ったりしないかなという危惧も

ありまして、そういうところについて、どうお考えになっているか。 

 もう一つ、一部実施もされているようですけれども、やはり、今、デジタル化の時代と

いうことですので、紙媒体としての教材にこだわることなく、デジタル化とか、今、学校

でもデジタル教育というのが結構普及していると思いますから、そういうものに使えるよ

うな形での配付と、そういうものもお考えになっているか、この２点をお伺いしたいと思

います。 

○廣瀬参事官 宮原課長、お願いします。 

○宮原課長 ありがとうございます。 

 「社会への扉」につきましては、配付した後、追っているかということだと思いますけ

れども、実は、どう使っているかというところまで、個別具体的には、なかなか押さえづ
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らいところなのでございますけれども、例えば、30年度に「社会への扉」を配った高校の

うち、８割ぐらいでは「社会への扉」を活用した授業をやっていただいているということ

については押さえているところでございます。 

 ２つ目のデジタル化についてでございますけれども、おっしゃるとおりかと思っており

まして、今まで割と紙媒体の提供というものが中心だったところでございまして、パワー

ポイント版というものを用意させていただきまして、ある程度PCを使いながら授業をする

というようなことにも対応してきたつもりではございます。このデジタル化の中で、かつ、

学校のデジタル化も徐々に進んできているところだと思いますので、どういったことが可

能かといったようなことですとか、あるいは、今、やはり新型コロナの関係もございまし

て、オンラインで授業をするといったようなことにつきましても、かなり注目が集まって

いるところかと思っておりますので、そういった流れを捉えながら、我々として、若干予

算との関係といいますか、予算をどのように見出していくかということとも関係はしてく

るのでございますけれども、どういったことができるかというのは、しっかり考えていき

たいと思います。 

○石堂委員 ありがとうございました。 

○廣瀬参事官 まず、中空先生からお願いします。その後、小林先生。 

○中空委員 ありがとうございます。 

 私のほうからは、石堂先生がおっしゃったデジタライゼーションの話を少しさせていた

だきたいと思います。 

 今、若者に向けて何事かを刺さるよう広めようとすると、もうそれを取らないと単位が

取れませんよという義務づけをするのか、そうでなければ、やはり面白みのあるものを提

供していくことだと思うのです。放っておいても面白い話だったら、勝手に拡散する、こ

れをどうしたらいいかという話もあるぐらいですので。 

ですので、SNSとかユーチューブとか、そういうのをうまく活用しながら、考えられない

か。義務づけではなくて、あと、「学校のお勉強です」みたいな状態でもなくて、何か、

そういうプログラム的に提供できないかと。 

 先ほど見たような予算では、ユーチューバーの人にお願いするということは、難しいと

は思うのですけれども、本当に若者たちに様々なことを知ってもらおうということが最大

の目的だとすると、学校で何かをしましょうとか、「社会への扉」を配りましょうという

ことではない、何か工夫が必要なのではないかと思っています。 

 でも、そう言ってしまうと、全てちゃぶ台返しのようにも見えてしまうので、先ほど、

現状のデジタライゼーションを利用するということを踏まえ、少しずつ、そちらのほうに

シフトしていくことが必要なのではないかと思います。 

 他省庁や地方自治体との連携など、その他の側面については、ほかの先生に指摘してい

ただいたので、私は、もう少し違う形でのデジタライゼーションを利用して、若者たちに、
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本当に受け止められる考え方をするべきではないかなということを、意見として言わせて

いただきます。 

 以上です。 

○廣瀬参事官 宮原課長、お願いします。ありがとうございました。 

○宮原課長 ありがとうございます。 

 まさに、学校のほうで授業をやっていただいている中で、どのように役に立つような授

業をしていただくかというのは、当然、大事ということにもなるわけでございますけれど

も、もう一方で、先ほどユーチューバー等、いろんな御指摘があったところでございます

けれども、私たちが、やはり印象に残るような伝え方といいますか、そういったことを、

いろいろ考えなければいけないし、どうやったら若者に刺さるのか、そういったことは、

もっと我々も考えていかないといけないと思っておりますし、そういったことで、どうい

ったことができるかということも、我々としては、よく考えてまいりたいと思っておりま

す。ありがとうございます。 

○廣瀬参事官 小林先生、お願いします。その後、松村先生、お願いします。 

○小林委員 今の中空先生の話とも若干重なるところもあるのですけれども「社会への扉」

を、私も見させてもらって、非常によくできた教材だなという印象を持っています。 

 ただ、あれは入門編だと思うのです。というのは、あそこに書いてある話の半分ぐらい

は、今、うちの子が中学生なものですから、教科書を見させてもらったのですけれども、

中学校の家庭科の教科書に書いてある内容と、半分ぐらい重なるところがあるかなという

ことで、できれば、高校生であれば、既に知っておいてほしい、しかし、そこまではみん

なが知っているわけではないので、それをきちんと教えて確認するということには、やは

り意味があると思うのです。 

 ただ、やはり、今、喫緊の課題になっているのが、成年年齢の引下げで、未成年者取消

権ですね。これの年齢が下がるということで、悪徳業者に狙われるリスクが高まるのでは

ないかと。そういうところが、最大の懸念だとすると、それに対応するレベルの教育とい

うのを、できればやったほうがいいと思うのです。そうすると、あの教材に書いてあるこ

とだけ知っていれば、それで対処できるかというと、やはり、そこまでは行かないと思う

ので、もう少し踏み込んだ話が必要ではないかと思います。 

 特に重要なのは、実践的なということで、そういう業者が、どんなふうに誘いかけをし

てきて、そして、それに対して、どう答えるというか、どうかわすのか、あるいは対応す

るのかということを、もう少しロールプレイのような形で考えていくことが必要ではない

かと。 

 そういう教材がないのかなと思ったら「社会への扉」と並んでいる教師用の解説書です

か、この中に結構詳しい、非常にリアルなことが書いてあって、これはいいなと思ったの

ですけれども、ここまでですと、結局、現場の先生たちに、それを使って面白い授業を作
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ってくれ、組み立ててくれということになるのですが、これはちょっとハードルが高いの

ではないかなと思うのです。 

 そのために、現場の先生というよりは、コーディネーター、外部の人にやってもらうと

いうのも、もちろんいい方向性だと思うのですけれども、それでも、まだハードルが高い

かなという感じがしますので、できれば、そこまで踏み込んだ、今度は応用編のような教

材というのを、消費者庁のほうで作ると。 

 そのときに、さっき中空先生がおっしゃったように、ユーチューバーというか、結局、

「社会への扉」の書いてあることを面白、おかしく伝えるというよりは、より実践的な動

画というものを作って、それを教材として配付するということをしたらいいのではないか

と思うのですが、いかがでしょうか。 

○廣瀬参事官 宮原課長、お願いします。 

○宮原課長 ありがとうございます。 

 まさに、なかなかこれも受けとめが難しいところがあって、ある教材を見た場合に、や

はり、これでは易しいねという人もいれば、これは難しいねという人もいたりして、なか

なか教える相手によって、教材のレベル感というのが変わってくるという難しさはあろう

かと思っておりまして、現状は、先生から、先ほど御指摘いただきましたように、教師用

の解説書の中で、幾つかロールプレイの事例ですとか、あるいは発展的な学習をするとき

に、使っていただけるような材料といったようなものは、御用意をさせていただいており

ますのと、あとは、先ほど申し上げたような、徳島等で実施していただいた実践事例の中

で、例えば、こういうロールプレイをやった例があるというようなことですとか、こうい

ったことを討論してもらった例があるといった形で、様々な形を御紹介しているところで

ございます。 

 これについては、応用部分を標準化するというのは、なかなか難しいところもあるのか

もしれませんけれども、ただ、その一方で、やはり、一歩踏み込んだことをやろうとされ

ている先生方に、どういう情報を提供していけばいいかということについては、我々もし

っかり考えていかなければならないと考えておるところでございます。 

 それと、具体的な誘いかけで、誘いかけをどうやってかわすのかみたいなことに関連し

て申し上げると、やはり、学校現場からいただいている御意見としては、具体的なトラブ

ルの事例のようなものをもっと教えてほしいといったような声も上がっておりまして、そ

こは正直、十分対応できていないところもあろうかと思いますので、教育現場に、現在、

多いトラブルといいますか、典型的なトラブルについて、どういうものだということを周

知していく活動というものも、もう少しやらなければいけないと思っております。 

 あと、最後におっしゃった動画というのは、やはり、動画がありますと、記憶の定着で

すとか、印象の受け方が全然違うという面はあろうかと思っておりますので、先ほどのデ

ジタル化の部分とも絡みますけれども、さらにどういった道具立てを用意すれば、効果的
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な授業というものができるかということについては、しっかり考えさせていただきたいと

思います。 

○廣瀬参事官 松村先生、お願いいたします。 

○松村委員 松村です。 

 最初におわびします。挙手するようにと言われて、Webexの挙手機能を使うのかと勘違い

してしまいました。カメラに向かって手を挙げなければいけなかったのですね。大変申し

訳ありませんでした。 

○廣瀬参事官 こちらこそ、申し訳ございませんでした。すみません。 

○松村委員 まず、最初に２人の委員から指摘のあった働きかけという点に関してです。

現段階では、まだ、徳島県をはじめとして、先進的な例が出てきている状況なので、それ

を伝えていく段階だから、ご説明になったように進めていただくのが大事だと思うのです。 

 でも、いろんな事業で、先進的な取組をするところがあり、その事例を紹介し、それを

受け入れてくれるところもあるのですけれども、それでも取り残されるところ、対応が鈍

いところもしばしば出てくる。 

 最終的な目標は、教科書を使ってもらうことではなく、成人になったばかりの若者が、

この教育を受けた結果として悪質商法に引っかからなかった、逆に言うと、この教育を受

けていなかった結果引っかかってしまう人を減らすということが目標だと思うのです。 

 そうすると、これは、最後の論点２と重なってしまうかもしれないのですが、最終的に

は、そういうことを少なくする。教育を受けなかった結果として、引っかかってしまった

という人をなくしていくことが最終的な目標だとして、それを何らかの形で把握できるよ

うになると、特定の都道府県は成績が悪いとか、そういったことが分かってきたとすると、

あなたの県は、あなたの自治体は、あなたの高校はスコアが低いですよと伝えて働きかけ

る。だから、罰則を与えるとかいうことではないのですけれども、もう少し力を入れたら

どうでしょうかと、こちらからも積極的に力を貸しますよというような働きかけなり、横

並びで見て、ほかの県に比べてパフォーマンスが低いことは、その県にとっても恥なこと

だし、そういうデータを使って働きかけていくというのが１つの合理的なやり方だと思い

ます。そのためには、そういう情報をつかんでいなければいけない。 

 そういうことも、将来的には考えていただきたい。現時点では、まだ、そういう段階で

はないと思いますけれども、将来的には状況を把握しながら考えていく余地はあると思い

ました。 

 次に、論点にも出てきたデジタル化に関してです。このデジタル化で、今回の御説明か

ら、そうなっていないことがわかったので、安心しましたが、一番だめなデジタル化は、

紙媒体の教科書をそのままデジタルにして、ダウンロードできるようにする、ホームペー

ジに張りつけるというもの。やらないよりはましだけれども、余り効果がなさそうで、デ

ジタル化のメリットを生かせていない対応。デジタル化することの大きなメリットの１つ
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は、それぞれのレベルというか、ニーズに合わせて、いろんな、コンパクトな教材をたく

さん作って、それぞれの人の状況に合わせて使えるという点だと思います。先ほど小林委

員から、これが易し過ぎるとかの御指摘もあったわけですけれども、これは全ての人にと

ってそうではないかもしれない。全ての人はそうではないかもしれないというときに、あ

らゆるレベルに合わせて、紙媒体で今のものを拡充しようとすると、すごく分厚いものに

なってしまう。分厚いものになってしまうと、今度は読む気がなくなってしまうので、紙

媒体での対応はとても難しい。 

 それから、実例みたいなものをどんどん入れる点でも、それもどんどん厚くしていくの

は、紙媒体ではとても難しいと思うのですが、デジタルならかなりの程度対応可能。それ

ぞれの状況に応じた、典型的な実例を幾つかに分けて、動画などで、オンラインで短い時

間でさっと受講できるようなものをたくさん用意すると、いろんなレベルに合わせること

ができるし、いろんな関心に合わせることもできる。 

 したがって、デジタルは紙媒体でやるものの代替ではなくて、これは、新しい手段で、

別の目的で使えることを念頭に置いた上で、ぜひともこちらにも力を入れて拡充していた

だきたい。 

 先ほどの御回答でも、高校生だけでいいのか、次の３のところになってしまうのですけ

れども、中学生あるいは大学生にも目を向けているとご回答いただきました。これもとて

もありがたいことなのですが、こういうのがまさにデジタル化して、多くの人にそれぞれ

のニーズに合わせてアクセスできるようにする対象として、向いていると思います。 

 したがって、紙のものをデジタル化するという発想ではなく、別のもの、相互に補完す

るものを作ることを考えていただければと思いました。 

 以上です。 

○廣瀬参事官 ありがとうございました。 

 宮原課長、お願いします。 

○宮原課長 ありがとうございます。 

 最初の御質問でございますけれども、例えば、レビューシートの１ページ目の右隅当た

りにちょっと書いてあるのですけれども、実は、このアクションプログラム集中強化期間

というのを30年度から３年間ということにしておりまして、初年度の取組状況で、要は、

実践的な教材を活用した消費者教育の授業を70％以上の高校でやっておられる都道府県の

数が、30年度については６という数字を御紹介してございます。 

 令和元年度の数字については、今、ちょっと集計中でございまして、恐らくもう少しよ

くなると思ってございますけれども、いずれにしましても、各県を見たときに、いわば取

組が広がっているのはどの県で、広がっていないのはどの県というのは、ある程度分かる

ようになってございまして、そうした意味で、先生から御指摘がございましたような、で

は、取組が広がっていない県につきましては、例えば、個別に働きかけといいますか、各



 
 

12 

 

県で様々工夫されているようなものも含めた形で、その紹介も含めた形で働きかけをする

といったことについては、我々も考えていきたいと思ってございます。 

 それから、デジタル化につきましても、非常に重要な御指摘をいただいたと思ってござ

いまして、やはり、紙そのものを置き換えるだけということでは、おっしゃるとおり、意

味がなかろうと思ってございますので、いわば、その紙の教材は紙の教材として、さらに

どういう材料があれば、現場の生徒の理解を高めることができるのかといったような観点、

かつ、やはりデジタル世代でございますので、どういった形で提供すると、より効果的に

学んでもらえるかといったようなことも考えながら、いわば、最後におっしゃったような、

補完するという観点からどうしたらいいかというような視点で、我々も考えていきたいと

思います。 

○廣瀬参事官 ありがとうございました。 

 少し時間が押しておりますので、この後、松村先生の、先ほどのお話は、この点にまた

がるものがありましたが、そういった要領で、論点の２、成果指標の設定と、論点の３、

ターゲット層の妥当性について、併せて、また、もちろん当然論点１へ戻っていただいて

も結構でございますが、御議論いただければと思います。 

 御意見ございます方は、お願いいたします。 

 田口先生、お願いします。 

○田口委員 ありがとうございます。 

 この成果指標なのですが、今日の資料ですと、成果指標として「社会への扉」で扱って

いる内容の理解度と、外部講師の活用の回数を加えていただいておりまして、論点に挙が

っている短期でも測れる指標の検討ということも書いてありますが、今日入れていただい

た外部講師の活用状況とか、この辺は、短期といいますか、足元の状況でもあるわけです

ので、こういうところをきちんと見ていくことによって、直近の改善状況等もつかめてく

るのではないか。 

 それをさらに中長期的な、実際のトラブルが抑えられるというような実質的な成果にも

つなげていくと。 

 こういうことで、今回、加えていただいた指標は、そういう意味でもよろしいのではな

いかと思いました。 

○廣瀬参事官 宮原課長は、よろしいですか。 

○宮原課長 ありがとうございます。 

○廣瀬参事官 中空先生、お願いします。 

○中空委員 ありがとうございます。 

 先ほど松村先生がおっしゃったと思うのですが、究極的には、“この事業の目的として

やるべきことは、その知識がみんなに行き渡り、結果、消費者トラブルがなくなっていく”

ということだと思うのです。 
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 ですが、そのための成果指標は何がいいのかというと、非常に難しい。 

 短期的な話、つまり、知識を習熟しましたということを測るのも１つでしょうが、知識

があってトラブルに引っかかっては意味がないので、中長期的に、例えば、相談件数など

を上げていくというと、私はちょっと違うかなと思います。 

 結果、トラブルの件数が減っていったということが、一対一で分かれば、一番望ましい

のですが、ずっと考えているのですけれども、それがどういう指標なのか、KPIとして何を

見たらいいのかというのは、ぴんと来ておりません。そのため、躊躇してしまっているの

ですが、究極的には、トラブル件数が減っていくということが目指せればいいのだと思い

ます。 

 そのために、しばらく、短期的には、どれぐらいの知識を、高校生たちが、学ぶ機会が

得られたかとか、そういうことを提供できたかとか、あるいは、さっきから出ているデジ

タライゼーションを活用するのであれば、それを配信した結果、どれぐらい見てもらった

かとか。よく言いますよね、ユーチューブでもSNSでも、ダウンロードが何件とか、何万ア

クセスとか。そういうデータがあるのですから、いつまでも、例えば、このページだけ50

件しかアクセスがないとなると、成果は、達成できていないということになるのだと。 

 それを、例えば、授業というものを使って、わっと面で入っていくということもできる

と思うので、そういう意味では、短期的に見る場合には、高校生にどれだけ行き渡ったか

ということでもいいのかなとは思います。 

 ただ、しつこいようですが、それだけだと、本来の意味から少し離れるので、中長期的

なところのKPIは、神経を使って考えていく必要があるのではないかということでござい

ます。 

 以上です。 

○廣瀬参事官 宮原課長、お願いします。 

○宮原課長 ありがとうございます。 

 中長期にどうやって事業の効果なりを測っていくかというのは、ものすごく難しくて、

今回、こういった御指導をいただく中で、我々も様々議論をさせていただいたのですけれ

ども、相談件数ということになりますと、やはり相談窓口が知られると、相談件数が上が

るという面もあるものですから、なかなか減ったらいいのかというと、なかなか難しい部

分も実はございます。 

 では、なかなか相談件数では測れないけれども、知識の定着度も、そのままストレート

に聞くということで、やったらどうかということで、今日は知識の理解度というものをお

示しさせていただいていると、そういう状況でございます。 

 その一方で、先ほど来ございますように、様々な、例えば、デジタルのダウンロードの

数だとか、御指摘をいただいたところでございますけれども、今後、様々なツールなりを

整備していくに当たって、浸透度というのがどうやったら測れるかということも、短期的
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にどう測れるかということになると思うのですが、そういったことも少し頭に置きながら、

事業の設計なりをしていきまして、いろんな形で事業の成果が、いろんな目で測れるよう

な形にしていければと考えております。 

○廣瀬参事官 ありがとうございました。 

 次に川澤さんに、お願いいたしますが、議論の途中ですけれども、外部有識者の皆様に

おかれましては、評価結果のコメントを、そろそろ書き始めていただきたいということで、

コメントシートへの入力をそろそろ始めていただくようにお願いいたします。 

 冒頭にも申し上げましたが、大切な部分に下線を引いていただくように、よろしくお願

いいたします。 

 それでは、川澤さん、お願いいたします。 

○川澤委員 短期的な指標としては、今まで御意見がありましたように、理解度ですとか、

あとは、外部講師の派遣の実施回数、そういったところを見ていくというのは、重要だと

思います。 

 一方で、御指摘もあったように、最終的なトラブル件数、トラブルの発生状況をどう確

認するかというところは、本当に課題だと思っておりまして、実際に、先ほど、レビュー

シートでお話がありました、平成30年度で消費者教育の授業を70％以上の高校で実施した

都道府県は６ということなのですけれども、そういった授業の実施状況が、都道府県と消

費者相談の件数との相関関係なり、何か関係しているようなものは見られるのでしょうか。 

○廣瀬参事官 宮原課長、お願いします。 

○宮原課長 ありがとうございます。 

 トラブルの件数につきましては、やはり、相談窓口に到達したものしか測れないという

限界がございまして、やはり、窓口がそれだけ知られると件数が上がるという面もありま

して、ここは、世の中よくなれば件数が下がるかというと、なかなか100％そうとは言えな

いという部分もあるということかと思ってございます。 

 こういった制約もあるものですから、現段階においては、例えば、実施率が高いところ

と、相談件数の比較というのは、実はできておらないというところでございます。 

 もう一つ申し上げると、高校生向けの授業ということなのでございますけれども、やは

り、その知識を本当に使えるのは、恐らく高校を卒業されて、いわば自分で契約をしてい

かなければいけないというような立場になったときということになろうかと思いますが、

その辺の時点的なものというものも考慮しなければならないのかなと思っております。 

 なかなか件数でというのは難しいところなのでございますけれども、その一方で、今回、

御提案していますような、理解度を測るということであれば、そういうバイアスがかから

ずに、数字が出てくるのかなというようなことで、素直に測れる物差しなのではないかと

いうことで、今回、御提案差し上げていると、そういう次第でございます。 

○川澤委員 個人的に、今、提案していただいている指標というのは、非常に重要だと思
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うのですが、一方で、最終的に事業の実施状況と理解度と、それからその地域の相談件数、

もう少しブレークダウンしてもいいかもしれないですけれども、そういったものの全体の

数字を押さえておくと言うことは非常に重要ではないかと思いまして、おっしゃるとおり、

外部要因も多いですし、タイムラグも発生すると思うのですけれども、それを考慮して、

何らかの傾向が見られるようであれば、それを見出していくといったような取組は重要で

はないかと思います。 

 以上です。 

○廣瀬参事官 ありがとうございました。 

 小林先生、お願いいたします。 

○小林委員 ありがとうございます。 

 その成果指標のことなのです、私もずっと考えていて、これは、いろんな分野に共通す

るような悩みだとは思うのです。 

 相談件数だと、どうしてもさっきの認知度で上がってしまうところがあって、むしろ教

育の成果として逆効果と捉えられかねないということもありますので、なかなか使いづら

いところだというのは、よく分かるのですけれども、恐らく消費者庁さんも、ずっとその

ことは認識していて、いかに消費者トラブルの実態を把握するかということに努めてこら

れたのではないかと思っていまして、そういうのはないのかなと思って探したら、消費者

白書に消費者意識調査のデータから発生確率みたいなものを、違いました、意識調査のほ

うからトラブルの発生確率を算出して、それに相談から割り出した被害額を掛けて、被害

の総額がどれぐらいになっているのかみたいなことを推計した結果というのを、去年か一

昨年の消費者白書で出されていると思うのですけれども、そういった研究は、ぜひ続けら

れたらいいと思って、願わくは、地域別、年齢別の被害の実態みたいなものが出せれば、

それは大いに活用できるだろうと思いますので、その辺のノウハウの蓄積というのをやっ

ていってもらったらいいのではないかと思うのですが、その辺は、今、実態としてどうな

っているのでしょうか。 

○廣瀬参事官 宮原課長、お願いします。 

○宮原課長 ありがとうございます。 

 確かに、今、御指摘いただいたような、被害額というのでしょうか、そういったものは、

推計値という形かと思いますけれども、白書の中でも掲載されているところかと思ってお

ります。 

 そういったものを、例えば、地域別にというお話もございましたけれども、そういった

取り方といいますか、区別をして評価をするために、どれぐらいサンプルが必要かとか、

いろんな論点はあろうかと思いますけれども、いずれにしても、どういうふうに中長期、

知識の定着を超えて、究極的には被害に遭わないということが大事な論点ですし、究極の

目的だということかと思いますので、そういったものに向けて、どういう条件が整えば、
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どういう取り方をすれば、それに近いものができるかということについては、少し我々と

しても研究をさせていただきたいと思っております。 

 すぐには、なかなか思いつかないところでございますけれども、問題意識を持ってまい

りたいと思います。 

○廣瀬参事官 松村先生、お願いいたします。 

○松村委員 今、まさに出てきた点なのですが、もちろん最終的には、教育を受けた結果

としてだまされなくなるということが究極の目的だとしても、それを把握するのはとても

難しい。 

 実際には、仮に数字が出てきたとしても、だまされた人の数は出てきても、それによっ

てだまされなかった人の数を把握するのはとても難しいというのはよく分かります。 

 今、年齢別とかという意見が出てきたのは、私は、こういう提言だったのではないかと

受けとめました。この事業の主な目的、もちろん究極の全体の目的は若いときだけではな

くて、年齢がいった後でもだまされないように、ずっとだまされないようにというのが目

的ではあるのですが、若年者の教育とによって減らせるのは、若年のうちにだまされてし

まうことを減らせるということだと思うのです。 

 そうだとすると、例えば、相談者に限らない被害者の中で、成人になったばかりぐらい

の若い人が、相当な割合でだまされているとすると、その割合を下げていくこともターゲ

ットとして出せるのではないか。 

 ただ、もしその割合だけで目標を定めると、中高年でだまされる人の数が増えると若年

者の割合が下がるので、もちろん中高年のだまされる人の数が増えた結果として下がるの

は、もちろん歓迎すべきことではないのは十分分かってはいますが、この事業の結果とし

て、老年になった後でもだまされる率が下がるのは、相当先のこと。 

 そうすると、若い人が、ほかの年代に比べて、今まではだまされやすかったものが、大

分減ってきたということは、成果の１つとして十分考えられるのではないか。 

 そういう観点からも、年齢別の被害状況を把握するのは、とても意味がある。この事業

の目的だけでなく、とても意味があると思うので、ぜひ消費者庁でも、それにも取り組ん

でいただければと思いました。 

 以上です。 

○廣瀬参事官 宮原課長、お願いいたします。 

○宮原課長 ありがとうございます。 

 年齢別ということで申し上げますと、実は、これまでも、今日のパワポの資料とかでも

少し御紹介をしたりしておりますけれども、やはり、成年年齢になると、相談件数が増え

ていると、いわば18、19の平均値は、20から22の平均値で見ると、後者が大分上がってい

ると、一定のところの相談件数を見ると、見えているところでございます。 

 相談件数につきましては、先ほど来、少し御議論ありますように、やはり、知られると
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上がるというところはあるのですけれども、やはり、先ほども御指摘がありましたように、

ウオッチしていくことは必要なのだろうと思ってございますので、こういった取り方で、

今後、年齢別といいますか、成人になる前後の年齢で、相談件数の高さというものが、ど

ういうふうに推移をするのかということは、我々も注意深く見させていただきたいと思い

ます。 

○廣瀬参事官 ありがとうございます。 

 そろそろ時間でありますが、言い残したこと、答弁に漏れがあったことなどで、追加的

に御意見がある方も挙手をお願いします。 

 石堂先生、お願いします。 

○石堂委員 ちょっと今まで出てこなかった部分でありますけれども、レビューシートの

予算の欄で、29年度から２年度までの数字が載っているのですけれども、29年度なり令和

の元年度は、実は予算に対する執行率は60％と、これは、国のレベルで見たときに、そう

大きい事業ではないので、金額的には、そう大したことはないということも言えますけれ

ども、60％の執行率というのは低いのですね。 

 一方、30年度は、逆に予算よりも実績が大きいと、何かちょっと変だなと思って見てい

たのですが、これは、どうもいろいろお聞きしていますと、事業間なのか、ちょっと分か

りませんけれども、安く済んだとか、あるいはもう少し要るという中で、予算の流用があ

って、こういう結果になっているということなので、それは一定のルールの中で行われて

いるのでしょうから、何かおかしいではないかという指摘は当たらないのだと思います。 

 ただ、そのときに、我々レビューシートでもって、特に事業のお金を見るときには、こ

の表しかないわけで、そうすると、基本的には、この予算から見ていって、どのくらい使

ったか、大幅に繰り越していないかとか、そういう見方をするときに、流用の部分が、こ

の表の中には、数字として出てこないのです。欄そのものがないなと思って見ていきまし

たら、強いて言えば、上から当初予算から始まって、さらに予備費等と、この等の中で書

けば出るのかなくらいに思ったのですが、これは消費者庁さんの問題というよりも、レビ

ューシートの作りの問題かと思うのですけれども、やはり流用が認められる範囲で行われ

ているのは、この中に数字を書き込んで、流用ということがあったら、これだけの予算の

現在額になって、そこから実績がこうだということが表示できれば、そのほうがいいのか

なと思いましたので、私は意見として、これを言わせていただきたいと思います。 

○廣瀬参事官 行政事業レビュー全体に関わる話でもありますので、制度官庁とも御相談

をしながら、どういったことができるのか、あるいはより分かりやすいシートの作り方が

工夫できるのかということを検討したいと思います。 

 どうもありがとうございました。 

 ほかに、御意見等ございますでしょうか。 

 それでは、そろそろ時間となりましたので、質疑に関する議論は、ここまでとさせてい



 
 

18 

 

ただきます。 

 外部有識者の皆様におかれましては、コメントシートを消費者庁のほうへ送っていただ

くようにお願いします。 

 この後は、石堂先生が取りまとめ役といたしまして、評価結果及び取りまとめコメント

を外部有識者の皆様に御審議いただきます。取りまとめに時間がかかりますので、今しば

らくお待ちください。 

（取りまとめ中） 

○廣瀬参事官 それでは、どうもありがとうございました。 

 石堂先生、お願いいたします。 

○石堂委員 石堂です。 

 非常に多方面にわたるといいますか、非常に高度な御意見をいただきまして、取りまと

めコメントも、なかなか四苦八苦いたしました。 

 ちょっと当初考えていたものよりも、大分長々しいものになってしまったかと思います

けれども、いただいた意見のほうで、特にアンダーラインを引いていただいた意見を若干

御紹介した上で、私の取りまとめコメント案を読み上げさせていただきたいと思います。 

 本事業は、非常に重要だということで、これは各委員共通の認識かと思います。あと、

効果を一層高めるために、外部講師の活用とか、授業機会の一層の拡大などについて、都

道府県等に働きかける必要があるだろうという御意見。 

 また「社会への扉」の使い方とか、活用事例などについて、ポータルサイトなどを活用

して、積極的に発信していくべきではないかという御意見。 

 また、関係省庁が作成している関連教材と合わせて、効果的に配付するなど、様々な改

善が要るのではないかという御意見。 

 また、これまでの様々なトラブルに巻き込まれた件数とか、そういうものを経年で定量

的に把握して、現状分析をさせるべきではないかという御意見もございました。 

 また、デジタル化につきましても、伝え方の工夫というのが要るということで、単なる

配付媒体からということではなく、デジタル力の高い若者に向けて、若者が何に興味を持

つかということを十分に工夫してやっていく必要があるのではないか。 

 ただし、KPIの設定というものが必要だなという御意見でございます。 

 もう一つは、実際の事例を疑似体験できるような、今ある教材の応用編のようなものも

あっていいのではないかという御意見をいただいております。 

 また、デジタル化について、先ほども少し御意見がございましたけれども、多様なニー

ズに応えられるように、デジタル化というものを常に合わせて、多様な教材を用意する検

討が必要ではないかという御意見、こういった意見をたくさんいただいたところでござい

ます。 

 私のほうで、これらを踏まえたと、私自身は思っておるのですが、全体的に、こんなコ
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メントでいかがかということで、読み上げさせていただきます。 

 若年者消費者教育教材の普及促進という事業名で、平成21年度、つまり2009年度以降継

続している事業であります。 

 ただ、成年年齢の18歳への引下げという国の施策に沿って、2018年度から2020年度まで

を集中強化期間と定め、高校での消費者教育に軸足を置いて進められておると理解します。 

 検討中とされるアウトカムの代替指標も、高校生向けの教材「社会への扉」の地方公共

団体の発送部数が掲げられているということでございます。 

 ただ、実効性確保という観点からすれば、単に教材の発送数ではなく、実際の教育現場

でどう活用されたか、生徒の理解度、履修時の理解度のみならず、行動の変化といった点

のフォローが重要であり、このような要素を読み取れる短期的なアウトカムの設定が必要

であろうと思われます。 

 今後、教材の内容の多面的な改善とともに、いまだに教材の普及が十分でないという実

態を考えますと、この実施向けて、都道府県及び関係省庁との強い連携が求められるので

はないかと思います。 

 同時に、実際に指導に当たる教員にとって、使いやすい教材になっているのかとか、外

部講師など、学外の人材への要望の有無など、教育現場の意見が反映される仕組みの構築

が求められるかと思います。 

 また、社会へのあらゆる分野でデジタル化が進んでいることに鑑みますと、教材の普及

及び事例紹介等へポータルサイトを活用するとか、デジタル化による教材の多様化、拡充

の実現、デジタル環境の活用といったことも事業の推進に資するものと思われる。 

 成年年齢引下げに伴う集中強化期間は、本年度2020年度で終了するが、その後の展望と

しては、2009年度以降継続してきた若年者消費者教育の基盤整備事業に、消費者庁として

期待する成果とは一体何であるのかを振り返り、これまで把握している関係指標、データ

類の分析を行い、非常に難しさを伴うものとは理解するものの、中長期的なアウトカムの

設定に取り組んでいただきたいといった内容にしたいと思いますが、いかがでしょうか。 

 御意見をお願いいたします。 

○廣瀬参事官 中空先生、お願いします。 

○中空委員 ありがとうございます。 

 石堂先生、ありがとうございました。 

 いささか、おっしゃったように長いなという気はしたのですが、意見がちゃんとまとま

っており、また、長期的なKPIだとか、デジタライゼーションだとか、重要なことが入って

いると思うので、私は、おのおのの意見がかなり反映されてよろしいのではないかと思い

ました。 

 ありがとうございました。 

 以上です。 
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○廣瀬参事官 松村先生、お願いします。 

○松村委員 すみません、ちょっとうっかりして聞き落としたのだと思うのですが、コメ

ントは、十分いろんな意見を反映していただいたと思うのですけれども、最初に廃止、事

業全体の抜本的改善、事業内容の一部改善、現状どおり、これは、どれになって、それで

結果的にどれになったというのを。 

○石堂委員 申し訳ございません。 

 私、自分のものと、各先生のものを見たときに、一緒だと思って、それで、つい忘れて

しまいました。全員、ハの事業内容の一部改善でございましたので、これは、異論なく一

部改善で、申し上げるのを忘れまして、すみません。 

○松村委員 いえ、ありがとうございました。 

○廣瀬参事官 ほかに、御意見はいかがでしょうか。 

 では、川澤先生、お願いします。 

○川澤委員 ありがとうございました。 

 取りまとめコメントについて、意見を反映していただいて、本当にありがとうございま

す。特に異論はございません。 

 ただ、一方で、いろいろな取組が、今後、消費者庁にとって必要になるコメントだと思

いまして、集中期間が終わった後に、まさに何をどのように着実にやって効果を上げてい

くかというのは、コメントを踏まえて、総花的にやるのではなくて、本当に実になるもの

から着実にやっていただきたいなと思いました。 

 以上です。 

○廣瀬参事官 ありがとうございます。承りました。 

 それでは、皆さん、よろしいでしょうか。 

（委員首肯） 

○廣瀬参事官 それでは、これをもちまして、公開プロセスの結論とさせていただきます。 

 橋本審議官、お願いいたします。 

○橋本審議官 それでは、先生方、どうもありがとうございました。 

 いただきました御意見を踏まえまして、検討を行いまして、今後の予算要求や執行等に

おきまして、しっかり対応してまいりたいと考えております。 

○廣瀬参事官 以上で「若年者の消費者教育教材の普及促進事業」についての公開プロセ

スを終了させていただきます。 

 本日は、どうもありがとうございました。 


